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第９ 配管及び配管に接続される設備の範囲例 

 

 

第９ 配管及び配管に接続される設備の範囲例 

 

 危険物を取り扱う配管及び当該配管に接続される設備は、ポンプ設備、弁、接手等

により配管の分岐点を決め、これに基づき製造所等又は指定数量未満の施設等（以下

第１－１において「施設」という。）のいずれかの附属とすること。 

 以下に施設相互間に係る配管及び配管に接続される設備の範囲例を示す。 

 

１ 製造所又は一般取扱所相互間の場合 

       製造所（一般取扱所）          製造所（一般取扱所） 

 

          保有空地                                             保有空地 
 

                

             Ａ                                                 Ｂ 

 

 

           

 

                                    Ａの設備 

                                                          

第１－１－１図
 

 

       製造所（一般取扱所）          製造所（一般取扱所） 

 

                             
Ａの設備          Ｂの設備

 

         保有空地                                                  保有空地 

 

           Ａ                                                     Ｂ 

 

             

 

第１－１－２図 

 

 

 sw 

sw ∞ 

Ａの20号タンク 

Ｂの設備 

Ａの20号タンク 
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２ 危政令タンク（危政令で定める貯蔵タンクをいう。以下同じ。）相互間の場合 

        危政令タンク 

 

               Ａ               Ａの設備（指定数量の倍数の大きい施設） 

 

 Ａの設備 

                                                                  注入口 

 Ｂの設備 

                

        Ｂ 

        危政令タンク 

第１－１－３図 

 

 

   危政令タンク   Ａ                                   Ｂ   危政令タンク 

 

                           Ａの設備         Ｂの設備 

                     （指定数量の倍数の大きい施設） 

 

第１－１－４図 

 

 

３ 危政令タンクと製造所（一般取扱所）の場合 

 

                                         製造所（一般取扱所） 

          危政令タンク 

                                                        
保有空地

 

               Ａ                                        Ｂ 

 

 

                 Ａの設備      Ｂの設備 

 

第１－１－５図 
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                                          製造所（一般取扱所）     

           危政令タンク                       

   
保有空地 

 

                Ａ                                        Ｂ                

 

 

 

                        Ａの設備      Ｂの設備                   

 

第１－１－６図 

                                           一般取扱所 

           危政令タンク                          （保有空地を有しない） 

 

 

Ａ                     Ｂ 

 

 

                           Ａの設備      Ｂの設備                

 

第１－１－７図 

                                                    建 築 物 

                         

                     （ﾊﾞﾙﾌﾞ又はﾌﾗﾝｼﾞまで）        Ｂの設備 

                                               戻り管 

 

      危政令タンク         

          Ａ 

                                                                   ＧＬ 

 

 

                                                      Ｂ      一般取扱所 

 

 

第１－１－８図 

 

 

Ａの設備
 Ｂの設備
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４ 危政令タンクと指定数量未満の危険物施設の場合 

 

 (1) 一日に指定数量以上の危険物が通過する配管及び設備 

 

                危政令タンクの設備    Ａの設備 

 
                                                           

Ａ
 

 危政令タンク        指定数量以上 

                                                          

                                                            

 
                                                           Ｂ 

 

                                              Ｂの設備 

 

 

第１－１－９図 

 

 

 

 (2) 一日に指定数量未満の危険物が通過する配管及び設備 

 

    ア 屋外タンク貯蔵所の場合 

 

              Ａ                    Ａの設備 

           屋外タンク                                              

           貯蔵所                                             Ｂ   

                                                                   

 

第１－１－１０図 

指定数量 

未満の施設
 

指定数量未満

の施設
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    イ 屋内タンク貯蔵所の場合 

 

             （ﾊﾞﾙﾌﾞ又はﾌﾗﾝｼﾞまで）  Ｂの設備  

  

                                戻り配管  

 

 

 

                               Ａの設備             Ｂの設備  

    屋内タンク貯蔵所  

第１－１－１１図 

 

               （ﾊﾞﾙﾌﾞ又はﾌﾗﾝｼﾞまで） Ｂの設備  

    

  

 

 

  

                                   Ａの設備  

    屋内タンク貯蔵所  

   

第１－１－１２図 

 

    ウ 地下タンク貯蔵所の場合 

          Ａの設備              Ｂの設備
 

  

 

                                       戻り管                     

                                                

 

 

               Ａ 

                                  

 

 

第１－１－１３図 

指定数量 

未満の施設
 

指定数量 

未満の施設
 

地下タンク貯蔵所 

指定数量 

未満の施設 
Ｂ 

Ｂの設備
 

（ﾌﾗﾝｼﾞまで） 

Ｂ 

戻り配管 

Ａ 

Ａ Ｂ 
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                                        戻り管                     

       地下タンク貯蔵所                                    Ｂ      

                   

                                 

                 Ａ       

                           （ﾌﾗﾝｼﾞまで）      
Ｂの設備

 

 

第１－１－１４図 

 

 

                                      指定数量 

                                      未満の施設 

         Ａの設備 

 

 

                                              地下タンク貯蔵所 

                              Ａ 

 

 

第１－１－１５図 

 

５ 製造所（一般取扱所）と指定可燃物タンク（動植物油類）の場合 

   指定可燃物タンク                                         製造所 

   （動植物油類）              Ｂの設備                 （一般取扱所） 

 

 

         

 

第１－１－１６図 

 

 

 

 

Ａ 
Ｂ 

Ｂの設備
 

指定数量未満

の施設
 

Ａの設備
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６ 製造所（一般取扱所）と蒸気回収設備 

 (1) 単独施設からの回収 

 

       製造所（一般取扱所） 

                                               Ａの設備 

 

 

               Ａ 

 

                                                           蒸気回収設備 

第１－１－１７図 

 

 (2) ２以上の施設からの回収 

 

                                           Ａの設備 

 

                Ａ 

 

    製造所（一般取扱所） 

 

                Ｂ                                蒸気回収設備 

 

 

                                 Ｂの設備 

 

第１－１－１８図 

 

 ※ 前(1)、(2)の蒸気回収設備にあっては、規模、形態等により独立性の強いもの

  は、一般取扱所として別途規制する。 


